
①加算について 

加 算 名 加 算 内 容 1 割 負 担 の 場 合 

サービス提供体制強化加算Ⅰ 

★ 

介護福祉士の占める割合が７０％以上、

または、勤続１０年以上の介護福祉士が 

２５％以上等の諸要件を満たす場合 
１日につき２５円 

サービス提供体制強化加算Ⅱ 

★ 

介護福祉士の占める割合が５０％以上等

の諸要件を満たす場合 
1日につき２１円 

サービス提供体制強化加算Ⅱ 

★ 

介護福祉士が４０％以上、または、常勤

職員が６０％以上、または、勤続年数７年

以上の職員が３０％以上等の諸要件を満

たす場合 

１日につき１２円 

認知症行動・心理症状 

緊急対応加算 

認知症の行動・心理症状が認められ緊

急に短期利用が必要であると意思が判

断した場合であって利用者又は家族の

同意の上短期利用を介意した場合に算

定。 

７日を限度として 

1日につき２００円 

介護職員処遇改善加算 ★ 
基本サービス費に各種加算減算を加え

た総単位数（所定単位数） 

所定単位数の 

    Ⅰ １４．９％ 

    Ⅱ １４．６％ 

    Ⅲ １３．４％ 

    Ⅳ １０．６％ 

※ ★がついた加算については、区分支給限度額対象外となります。 

※ 本人様の状況や条件などに合致した加算の追加などご相談させて頂きます。 

 

※短期利用時の要件 

・宿泊室に空きがあり、登録定員が２９人に満たない場合であって、緊急やむを得ない場合。 

・利用者の状態や利用者の家族の事情等により指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が緊急に利用を

必要と認めた場合。 

・利用の開始にあたっては、あらかじめ７日以内の期間を定めてご利用可能です。但し、利用者の日常生活上

の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は１４日以内の期間を定めた利用が可能です。 

 

（５）その他の費用について 

食  費 朝食 ４００円  昼食 ７００円  夕食 ６００円 

宿 泊 費 １泊  ３,０００円 

通い延長料金 
（１８：００～２１：００） 

１８：００～１９：００ ５００円 １８：００～２０：００ １,０００円 １８：００～２１：００ １,５００円 

２１：００以降 ３,０００円（２１：００以降は宿泊費と同額となります） 

おむつ代 実費 

クリーニング クリーニングを希望された方には実費をご負担いただきます。 

レク・クラブ活動

費 

利用者様のご希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができま

す。 特別な材料代など実費 

医 療 費 診察、薬など実費 

ご遺体のお世話 １５,０００円 

 

市外交通費 

 

別府市を出たところから１㎞ごとに６０円実費を徴収します。 

入退院時のタクシー利用及びご利用者様の状態に応じてストレッチャーを使用する場

合はタクシー会社に直接支払となります。 

受診の付き添い、

送迎 
実費 

その他 

日常生活において通常必要となるものに係る費用で利用者が負担することが適当と認

められるもの。 

・利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なもの 


